
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法

施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年

一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

児
童
福
祉
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

児
童
福
祉
法
施
行
令
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
が
負

担
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
次
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
十

二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
（
次
号
に
お
い
て
「
小
児

慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
額

二

都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
並
び
に
法
第
五
十
九
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
又
は
児
童
相
談
所
設
置



市
）
が
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
の
実
施
に
必
要
と
認
め
る
経
費
の
う
ち
国
庫
の
負
担
の
対
象

と
な
る
経
費
の
額
（
そ
の
費
用
の
た
め
の
収
入
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
見
込
ま
れ
る
収
入
の
額
を

控
除
し
た
額
）


